
【職員の勤務体制】 

１.特別養護老人ホーム（短期入所生活介護事業を含む） 

（1）介護職員 

早出勤務時間① 7 時 15 分～16 時 15 分 早出勤務時間③ 7 時 30 分～16 時 30 分 

早出勤務時間② 7 時 00 分～16 時 00 分 早出勤務時間④ 7 時 45 分～16 時 45 分 

日勤勤務時間①  8 時 00 分～17 時 00 分 日勤勤務時間④ 9 時 30 分～18 時 30 分 

日勤勤務時間② 10 時 00 分～19 時 00 分 日勤勤務時間⑤ 10 時 30 分～19 時 30 分 

日勤勤務時間③ 9 時 00 分～18 時 00 分 日勤勤務時間⑥ 8 時 30 分～17 時 30 分 

遅出勤務時間① 11 時 00 分～20 時 00 分 遅出勤務時間② 12 時 00 分～21 時 00 分 

（休憩時間   10 時 00 分～17 時 00 分の間に交替で 60 分） 

夜勤勤務時間 A  16 時 00 分～ 9 時 00 分 

夜勤勤務時間 B  16 時 30 分～ 9 時 30 分 

（休憩時間 19 時 00 分～ 5 時 00 分の間に交替で 60 分） 

 

（2）看護職員 

早出勤務時間① 7 時 00 分～16 時 00 分 

早出勤務時間② 8 時 00 分～17 時 00 分 

日勤勤務時間  8 時 30 分～17 時 30 分 

遅出勤務時間   9 時 30 分～18 時 30 分 

（休憩時間 11 時 00 分～14 時 00 分の間に交替で 60 分） 

 

（3）その他の職員 

（施設長、生活相談員、管理栄養士、機能訓練指導員、介護支援専門員、歯科衛生士、事務職員） 

勤務時間   8 時 30 分～17 時 30 分 

（休憩時間  11 時 00 分～14 時 00 分の間に交替で 60 分） 

   

２.デイサービスセンター 

早出勤務時間 8 時 30 分～17 時 30 分 

（休憩時間  11 時 00 分～13 時 00 分の間に交替で 60 分） 

遅出勤務時間  9 時 00 分～18 時 00 分                                                           

（休憩時間  12 時 30 分～14 時 30 分の間に交替で 60 分） 

  

 



 
 

  

　意見要望等の相談 　意見要望等の相談

報告

所在地

電話番号

所在地

電話番号

所在地

電話番号

所在地

電話番号

所在地

電話番号

所在地

電話番号

所在地

電話番号

所在地

電話番号

意見要望等の受付 意見要望等の受付

【苦情解決の手続きについて】

相談者（利用者及び保護者） 相談者（利用者及び保護者）

福岡市西区役所 福岡市西区内浜1-4-1

内容の確認・記録 内容の確認・調査

意見・勧告

意見・要望等の解決

責任者：施設長

～行政機関その他の苦情受付機関～

福岡市早良区役所 福岡市早良区百道２－１－１

福祉・介護保険課 092-833-4352

092-559-5127

福岡市中央区役所 福岡市中央区大名2-5-31

福祉・介護保険課 092-895-7063

福岡市城南区役所 福岡市城南区鳥飼6-1-1

福祉・介護保険課 092-833-4170

福岡県運営適正化委員会

春日市原町３－１－７

092-915-3511

第三者委員苦情受付担当者

福祉・介護保険課 092-718-1099

国民健康保険団体連合会

福岡市博多区吉塚本町13番47号

092-642-7859

福岡県社会福祉協議会

春日市原町３－１－７

092-584-3377

福岡市南区役所 福岡市南区塩原3-25-1

福祉・介護保険課



 

10.事故発生時の対応手順 

（1） 転倒・転落 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医師の診察 

（嘱託医在中時） 

転倒・転落事故発生 発見者は第一に、呼吸・意識状態の確認をする 

状況によっては救急車の要請をする 

発見者はどのような状況で転倒・転落したかを把握する 

看護職員の依頼があるまで動かさない 

看護へ連絡 

応援を依頼する 

安全な場所へ移動 

看護職員にて、その場の応急処置 

疼痛の程度と部位、出血の有無、顔色等の確認 

頭部打撲時は特に意識状態に注意して観察 

事故報告書作成 

外傷・内出血・骨

折を疑う時は専門

医療機関受診 

ご家族へ報告・連絡 

必要に応じ市町村への報告 

看護職員のいない夜間での事故については、深夜帯緊急（救急）の流れに沿って対応する 

バイタルサインのチェック、良肢位保持 

入所者に不安を与えないよう注意 

場合によっては入院 

状況によっては受診と同時にご家族連絡をする 



（2） 誤嚥 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤嚥事故発生・発見 

看護へ連絡 

①応援を依頼する 

AED・ｱﾝﾋﾞｭｰ用意 

②居室誘導③救急処置異物除去 

（義歯を外し口腔内異物除去・背部叩打） 

喉の奥に無理に指を入れる異物除去は禁忌 

酸素流入 

胸骨圧迫（心

臓ﾏｯｻｰｼﾞ） 

ＡＥＤの使用 

事故報告書作成 施設にて病院搬送 安静と経過観察 

ご家族連絡 

119番 

通報 

①意識なし 
・呼びかけに反応しない 

・チアノーゼ 

・呼吸なし 

②意識あり 
・苦しそうな表情 

・話せる（苦しいよ等） 

・呼吸困難 

救急車にて病院搬送 

必要に応じ市町村への報告 

看護職員のいない時間での事故についても、この流れに沿って対応する 

咳なし 

状況によっては救急車要請や受診と同時に家族に

連絡する。 

咳あり 

①姿勢・覚醒状態を確認する。 

②常食よりも粥・刻み・ミキサー食になるほどむせが

多くなる。 

③水分補給が不足しているとむせが多い。 

④自力摂取より介助でむせが多くなる。 

⑤車椅子に乗ったままではむせが多くなる。 

口に溜め込んで飲み込まない場合は、飲み込み

を促さず取り除く。 

咳を続けさせる 

○ハイムリック法 

○背部叩打法 

○指にタオルを巻

いて除去 

顔色・チアノーゼの有無、バイタルサイン、発生からの時間の確認 

「咳して!!」と声掛けして… 

吸引 



（3） 誤薬 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蘇生法は定期的に勉強会を実施する 

誤薬事故発生 

看護へ報告 

バイタルサインのチェック 

経過観察 応急処置 
嘱託医へ報告 

救急車にて病院搬送 

誤薬の報告内容 

（時間、氏名、薬剤名、量、症状等） 

入所者に不安を与えない 

施設にて病院搬送 

ご家族連絡 

状況によっては救急車要請や受診と同時に家族に連絡する 

事故報告書作成 

必要に応じ市町村への報告 

看護職員のいない夜間での事故については、深夜帯緊急（救急）の流れに沿って対応する 



（4） 無断外出 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無断外出発覚 

施設長へ報告 

事故報告書作成 

全職員で施設内、敷地内の確認 

施設周囲地域を捜索 

ご家族連絡 

近隣施設へ応援要請 

公共機関への通報 

発見 

安否確認 

ご家族・公共機関・お世

話になった方への連絡 

必要に応じ市町村への報告 

看護職員のいない夜間での事故については、深夜帯緊急（救急）の流れに沿って対応する 

状況の把握 

・いつ、どこから出て行ったか 

・最後に確認したのはいつか 

・体格、衣類等の特徴の把握 

・写真等の準備 

（フェースシートをコピー） 

 

・捜索区域を分担する 

・捜索車には 2 名ずつ乗車（携

帯電話所持） 

・一定時間に状況報告 

・近所の人等に事情を説明し

情報収集する 

・発見できない場合、警察に

通報 

・発見できない場合、ご家族、

警察と相談し公開捜査を検討

する 



 

 

【提供するサービスの第三者評価の実施状況】   

 

実施なし 

 


